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指定医療機関の指定状況等

１ 指定入院医療機関の指定数（R７.４.１現在）

・指定数：35か所（856床）

２ 指定通院医療機関の指定数（R７.４.１現在）

・指定数：4,300か所 （病院638か所、診療所102か所、薬局等3,560か所）

３ 鑑定入院医療機関の推薦数（R７.４.１現在）

・推薦数：304か所

４ 精神保健判定医等の推薦数（R７.１.１現在）

・精神保健判定医の推薦数：988名

・精神保健参与員候補の推薦数：711名

＊精神保健判定医：精神保健審判員の職務を行うのに必要な学識経験を有する医師
＊精神保健参与員：精神保健福祉士その他の精神障害者の保健及び福祉に関する専門的知識及び

技術を有する者であり、審判において意見を述べる者
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愛知県精神医療センター

指定
整備中

東京都立松沢病院

鹿児島県立姶良病院

小諸高原病院

国関係：16か所(504床)
都道府県関係：19か所(352床)
合計：35か所(856床)

岡山県精神科医療センター

長崎県精神医療センター

静岡県立こころの医療センター

下総精神医療センター

久里浜医療センター

花巻病院

山梨県立北病院

さいがた医療センター

北陸病院

賀茂精神医療センター

東尾張病院

肥前精神医療センター

琉球病院

菊池病院

群馬県立精神医療センター

国立精神・神経医療研究センター病院

神奈川県立精神医療センター

長野県立こころの医療センター駒ヶ根

鳥取医療センター

榊原病院

山口県立こころの医療センター 茨城県立こころの医療センター

埼玉県立精神医療センター

滋賀県立精神医療センター

山形県立こころの医療センター

栃木県立岡本台病院
島根県立こころの医療センター

北海道大学附属司法
精神医療センター

福島県立ふくしま医療センターこころ
の杜

京都府立洛南病院
(整備中)

大阪精神医療センター

やまと精神医療センター

指定入院医療機関の整備状況（令和７年４月１日）
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指定通院医療機関の指定状況

令和７年４月１日現在

都道府県 必要数 病院 診療所 薬局 訪問看護 合計 都道府県 必要数 病院 診療所 薬局 訪問看護 合計

北海道 17 55 5 42 16 118 滋賀県 4 9 2 12 15 38

青森県 4 10 1 143 6 160 京都府 8 7 3 43 23 76

岩手県 4 9 2 15 7 33 大阪府 26 35 8 59 105 207

宮城県 7 14 3 22 14 53 兵庫県 17 23 2 13 39 77

秋田県 4 7 0 323 4 334 奈良県 4 5 0 13 12 30

山形県 4 8 2 11 7 28 和歌山県 3 12 2 8 13 35

福島県 6 10 2 173 12 197 鳥取県 2 7 0 103 2 112

茨城県 9 19 2 363 25 409 島根県 2 8 2 12 3 25

栃木県 6 12 0 14 11 37 岡山県 6 9 1 7 13 30

群馬県 6 7 1 152 7 167 広島県 9 12 1 9 13 35

埼玉県 21 24 11 117 62 214 山口県 5 9 1 13 8 31

千葉県 18 22 0 102 35 159 徳島県 2 7 3 5 7 22

東京都 37 27 18 62 126 233 香川県 3 4 0 8 3 15

神奈川県 26 23 12 39 44 118 愛媛県 4 11 0 5 6 22

新潟県 7 13 2 450 14 479 高知県 2 11 1 83 8 103

山梨県 3 3 0 3 4 10 福岡県 15 29 3 24 27 83

長野県 7 15 2 51 13 81 佐賀県 3 9 1 9 7 26

富山県 3 8 0 10 5 23 長崎県 5 9 0 9 12 30

石川県 4 5 2 9 5 21 熊本県 6 10 0 7 11 28

岐阜県 6 10 2 40 8 60 大分県 4 6 1 8 7 22

静岡県 11 19 0 19 12 50 宮崎県 4 10 0 4 4 18

愛知県 21 24 1 31 45 101 鹿児島県 5 19 1 6 5 31

三重県 6 11 0 4 12 27 沖縄県 4 14 2 9 15 40

福井県 2 8 0 41 3 52 合計 382 638 102 2,705 855 4,300

※「必要数」は、地域の基幹医療機関として、人口100万人あたり３か所（各都道府県最低２か所）の確保を目標に機械的に集計した数字
※「必要数」には病院、診療所を含み、薬局、訪問看護ステーションは含まない。 （医療観察法医療体制整備推進室調べ） 4



医療観察法の入院対象者の状況

■ステージ別、男女別内訳 男 性 女 性 合 計

急性期 88名 22名 110名
回復期 347名 88名 435名
社会復帰期 176名 50名 226名
合計 611名 160名 771名

■疾病別（主）、男女別内訳 男 性 女 性 合 計

症状性を含む器質性精神障害 8名 1名 9名

精神作用物質使用による精神および行動の障害 48名 4名 52名

統合失調症、統合失調型障害および妄想性障害 499名 137名 636名

気分（感情）障害 33名 13名 46名

神経症性障害、ストレス関連障害および身体表現性障害 0名 1名 1名

生理的障害及び身体的要因に関連した行動症候群 0名 0名 0名

成人のパーソナリティおよび行動の障害 2名 1名 3名

精神遅滞［知的障害］ 2名 1名 3名

心理的発達の障害 18名 1名 19名

小児<児童>期及び青年期に通常発症する行動及び情緒の障害 1名 0名 1名

詳細不明の精神障害 0名 1名 1名

611名 160名 771名
※疾病名は指定入院医療機関による診断（主病名）

※国際疾病分類第10改訂版（WHO作成）に基づいて分類

令和７年４月１日現在

（医療観察法医療体制整備推進室調べ） 5



地方裁判所の審判の終局処理人員

H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R元 R2 R3 R4 R5 R6 計

◇ 終局処理人員総数 80 351 422 404 319 369 394 385 383 355 338 340 353 322 282 309 308 313 253 274 6,554

49 191 250 257 204 242 269 257 267 262 253 237 268 240 212 236 237 248 199 235 4,613

19 80 75 62 51 61 38 39 39 31 33 36 32 26 23 33 24 24 15 6 747

7 68 75 68 54 46 72 74 59 53 46 50 48 41 37 31 37 37 33 27 963

対象行為を

行ったとは

認められな

2 2 2 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 2 1 0 1 1 1 17

心神喪失者

等ではない
3 7 14 13 8 17 13 11 14 8 6 13 5 11 7 7 9 3 5 5 179

0 3 6 3 1 3 1 2 4 0 0 3 0 3 1 1 1 0 0 0 32

0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3

取下げ

申立て不適法

による却下

項目

却下

入院決定

通院決定

医療を行わない

旨の決定

（法務省出典「犯罪白書」の各年ごとのデータを医療観察法医療体制整備推進室で集計）

（Ｈ17.7.15からR6.12.31まで）
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医療観察法の特徴と目的

必要な医療を確保して病状の改善を図り、再び不幸な事態が繰り返されないよう社会復
帰を促進する

裁判所が適切な処遇を決定
対象者の処遇の開始及び終了等については、地方裁判所における合議体（裁判官＋精神保健審判員

（精神科医））において、適切な鑑定等を踏まえて決定する。

手厚い専門的な医療を行う
対象者の入院医療については、国公立の指定入院医療機関で適切な処遇を実施する（R7.４.１現在

35ヵ所）

地域での継続的な医療を確保するための仕組み
指定通院医療機関が適切な医療を提供・保護観察所（社会復帰調整官）が都道府県等と連携の上、

処遇の実施計画を定め、観察・指導等を実施

医療観察法の特徴と目的を踏まえた医療観察診療報酬の改定

資料２改第１回医療観察法の医療体制に関する懇談会平成29年11月28日
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令和６年度医療観察診療報酬改定①

１．入院料・通院料について
改定前改定前

◆入院対象者入院医学管理料（１日につき）

イ 急性期入院対象者入院医学管理料 6,737点

ロ 回復期入院対象者入院医学管理料 4,962点

ハ 社会復帰期入院対象者入院医学管理料 5,870点

イ 前期通院対象者通院医学管理料 8,336点

ロ 中期通院対象者通院医学管理料 7,326点

ハ 後期通院対象者通院医学管理料 6,315点

◆通院対象者通院医学管理料（１月につき）

◆医療観察通院精神療法（１回につき）
イ （略）
ロ イ以外の場合で、法第42条第１項第２号又は第51条第１項第２

号による決定を受けた後初めて指定通院医療機関において診療を
行った日において、60分以上行った場合

⑴ 精神保健指定医による場合 560点
⑵ ⑴以外の場合 540点
ハ （略）

イ 急性期入院対象者入院医学管理料 6,798点

ロ 回復期入院対象者入院医学管理料 5,012点

ハ 社会復帰期入院対象者入院医学管理料 5,926点

イ 前期通院対象者通院医学管理料 8,402点

ロ 中期通院対象者通院医学管理料 7,386点

ハ 後期通院対象者通院医学管理料 6,370点

イ （略）
ロ イ以外の場合で、法第42条第１項第２号又は第51条第１項第２
号による決定を受けた後初めて指定通院医療機関において診療を
行った日において、60分以上行った場合
⑴ 精神保健指定医による場合 600点
⑵ ⑴以外の場合 550点
ハ （略）

改定後改定後
◆入院対象者入院医学管理料（１日につき）

◆通院対象者通院医学管理料（１月につき）

◆医療観察通院精神療法（１回につき）

＋医療観察心理支援加算【新設】

注６ 心理に関する支援を要する患者として別に厚生労働大臣が定
める患者に対して、指定通院医療機関の医師の指示を受けた公
認心理師が必要な支援を行った場合に、医療観察心理支援加算
として、初回算定日の属する月から起算して２年を限度として、
月２回に限り250点を所定点数に加算する。

２．医療観察精神科専門療法について
改定前改定前 改定後改定後
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令和６年度医療観察診療報酬改定②

３．医療観察訪問看護について
改定前改定前

◆医療観察訪問看護管理料

イ 月の初日の訪問の場合 744点

ロ （略）

◆医療観察24時間対応体制加算

注２ 訪問看護事業型指定通院医療機関が、別に厚生労働大臣が定
める施設基準に適合するものとして地方厚生局長に届け出た場合で
あって、通院対象者又はその家族等に対して24時間の対応体制にあ
る場合（医療観察訪問看護を受けようとする者の同意を得た場合に
限る。）には、医療観察24時間対応体制加算として、月１回に限り、
所定点数に640点を加算する。ただし、当該月において、当該通院
対象者について他の訪問看護事業型指定通院医療機関が医療観察24
時間対応体制加算を算定している場合は、算定しない。

（新設）

（新設）

イ 月の初日の訪問の場合 767点

ロ （略）

注２ 訪問看護事業型指定通院医療機関が、別に厚生労働大臣が定
める施設基準に適合するものとして地方厚生局長に届け出た場合で
あって、通院対象者又はその家族等に対して24時間の対応体制にあ
る場合（医療観察訪問看護を受けようとする者の同意を得た場合に
限る。）には、次に掲げる場合に応じ、医療観察24時間対応体制加
算として、月１回に限り、所定点数にそれぞれ次に定める点数を加
算する。ただし、当該月において、当該通院対象者について他の訪
問看護事業型指定通院医療機関が医療観察24時間対応体制加算を算
定している場合は、算定しない。

イ 24時間対応体制における看護業務の負担軽減の取組を行ってい
る場合 680点

ロ イ以外の場合 652点

改定後改定後
◆医療観察訪問看護管理料

◆医療観察24時間対応体制加算 イ・ロ【新設】

改定の施行時期は、健康保険にならい令和６年６月とする。

４．改定時期について
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入院処遇の概要

診療報酬と配置基準により、手厚い医療体制を担保する。

医師、看護師、作業療法士、精神保健福祉士、臨床心
理技術者がそれぞれの職能を発揮し、多職種チームによ
る治療計画を策定する。

６ヵ月ごとに多職種による共通評価項目に基づく病状
等の評価を行う。

外部委員を含めた倫理会議、外部評価会議や地域連
絡会議、運営会議、治療評価会議を設置する。

適切かつ効率的な専門医療の提供

多職種チームによる計画策定 多職種による定期的な社会復帰要因の評価

医療の質や地域連携を確保する組織形態を整備

社会復帰期
６ヵ月

概ね18ヵ月以内を想定（症状の軽い場合は早期退院）

通
院
医
療
へ

入

院

原則として対象者の地元に最も近い病棟

回復期
９ヵ月

急性期
３ヵ月
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現行の入院医学管理料・通院医学管理料について①

6,798 

5,628 
5,038 

▲1,170 ※
▲1,760 ※

～90日 91日～１年 １年１日～

急性期入院対象者入院医学管理料

※ 他の指定医療機関から転院した日から起算して90日を経過していない場合は減算しない。
11



現行の入院医学管理料・通院医学管理料について②

5,012 4,892 4,792 

▲120 ※ ▲220 ※

～270日 271日～１年90日 １年91日～

回復期入院対象者入院医学管理料

※ 転院日から起算して90日を経過していない場合、急性増悪等やむを得ない場合又は難治性精神疾患への高度な医療を
新たに導入する場合は、減算しない。
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現行の入院医学管理料・通院医学管理料について③

5,926 5,616 
5,026 

4,526 

▲310 ※１※４
▲900 ※２※４

▲1,400 ※３※４

～180日 181日～１年 １年１日～１年180日 １年181日～

社会復帰期入院対象者入院医学管理料

※１ 法第49条１項に基づく退院の申し立て（以下退院申し立て）を行ってから180日を経過していない場合は除く。
※２ 退院申し立てを行ってから180日を経過していない場合は310点減算。
※３ 退院申し立てを行ってから180日を経過していない場合又は当該申し立てについて法51条第１項第１号の決定がなされた場合は900点減算。
※４ 転院日から起算して90日を経過していない場合は、減算しない。 13



急性期・回復期・社会復帰期別の期間別の入院対象者数

割合人数期間

46.3%50～90日

19.4%2191日から180日

17.6%19181日～１年

6.5%7１年１日～２年

3.7%4２年～２年半

6.5%7２年半～

100.0%108合計

割合人数期間

34.0%141～270日

13.3%55271日～１年

8.2%34１年１日～１年90日

7.2%30１年91日～１年180日

10.1%42１年181日～２年

7.7%32２年～２年半

19.5%81２年半～

100.0%415合計

割合人数期間

42.2%103～180日

27.9%68181 日～１年

11.5%28１年１日～１年180日

7.4%18１年181日～２年

3.7%9２年～２年半

7.4%18２年半～

100.0%244合計

急性期入院対象者入院医学管理料 回復期入院対象者入院医学管理料 社会復帰期入院対象者入院医学管理料

○ 急性期・回復期・社会復帰期それぞれの期間別の人数は以下のとおり。

（令和７年12月１日時点）
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入院処遇の終了状況

○ 病床規模別・入院処遇終了者数別の医療機関数は以下のとおり。

最小最大中央値平均合計病床規模

51899.5316230床以上

1833.935515床以上30床未満

1422.171315床未満

1 1

5

1
2 2 2 2

11 1

6

2

3

11

4
1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

医
療
機
関
数

退院者数

病床規模別・入院処遇終了者数別の医療機関数

30床以上 15床以上30床未満 15床未満

（人）

※退院者数は令和６年12月１日から令和７年11月30日の１年間を集計
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指定入院医療機関における対人暴力の状況

○ 指定入院医療機関における対人暴力の状況は以下のとおり。

○ 全入院患者771人に対して、対人暴力が認められた入院対象者は53人（6.9％）であった。

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

2 2 2 

3 3 3 3 

4 4 4 

6 

7 

0

2

4

6

8

10

12
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※ 実人数を昇順に並びかえて掲載。
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通院処遇の概要

保護観察所がとりまとめる実施計画に基づき、指定通
院医療機関による医療、障害福祉サービスなどを組み合
わせて行われる。

社会復帰調整官をコーディネーターとして、地域の障害
福祉サービスを行う施設や保健所・精神保健福祉セン
ター等の行政機関との有機的な連携を確保する。

保護観察所は治療継続に必要と認められる場合には
入院の申立てを裁判所に行う。

多職種による継続的な病状評価をしながら、必要な医
療を提供する。

通院医療は地域における処遇の一部

他の医療・保健・福祉の社会資源との連携
治療継続を制度的に保証

対象者の病状に応じた医療を提供

通院後期
12ヵ月

本法律による通院期間は、原則３年間（最大５年間）

一
般
精
神
医
療
へ

↑処
遇
終
了

通

院

原則として対象者の地元

通院中期
18ヵ月

通院前期
６ヵ月
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現行の入院医学管理料・通院医学管理料について④

8,402 
7,386 

6,370 

～６月目 ７月目～２年 ２年と１月目～

通院対象者通院医学管理料

前期通院対象者
通院医学管理料 中期通院対象者

通院医学管理料 後期通院対象者
通院医学管理料
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令和６年の精神保健観察の終結の状況

○ 医療観察法による通院期間は、原則３年間（最大５年間）とされている。

○ 令和６年における通院処遇の終了者の状況は以下のとおり。

割合件数精神保健観察開始からの期間

2.3%５１年以内

16.2%36２年以内

14.4%32３年未満

61.7%137３年期間満了

5.0%11延長後に終了

0.5%１その他

終結件数の内訳
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クロザピンの処方可能施設数

○ 指定入院医療機関及び指定通院医療機関におけるクロザピンの処方可能施設数は以下のとおり。

割合処方可能施設数総施設数

100％3535指定入院医療機関

55.4％410740指定通院医療機関

60.0%3660北海道

44.1%3068東北

49.8%106213関東信越

57.3%4782東海北陸

60.3%70116近畿

62.1%5487中国四国

58.8%67114九州・沖縄

（令和７年４月１日現在）
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指定入院医療機関におけるクロザピンの処方率

○ 指定入院医療機関におけるクロザピンの処方率は以下のとおり。
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統合失調症（ICD-10コード：F2）におけるクロザピン処方率

2024年7月～2025年6月（1年）

※ クロザピンの処方率を昇順に並びかえて掲載。
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急性増悪包括管理料について

【算定要件】
注１ 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長に届け出た指定通院医療機関において、

法第42条第１項第２号又は第51条第１項第２号による決定を受けた対象者（以下「通院対象者」という。）に対し
て通院対象者通院医学管理が行われた場合に、当該施設基準に係る区分に従い、１月に１回を限度として、それぞれ
所定点数を算定する。

注２ 中期通院対象者通院医学管理料又は後期通院対象者通院医学管理料を算定している通院対象者であって、精神保健
指定医の診察に基づき、急性増悪等により集中的な精神医学管理を行う必要があると認めた場合にあっては、急性増
悪包括管理料により１月を限度として算定する。ただし、急性増悪等の期間が１月に満たない場合には、１日につき
1,300点で算定する。

算定対象費用名称

急性増悪包括管理料の算定対象となる通院対象者は、
① 行動は相当に妄想や幻覚に影響されている
② 意思の伝達や判断に著しい障害がある
③ 殆ど全ての生活領域で機能することができない
④ 当該通院対象者について法第 33 条に基づく申立てがなされた際における他害行為時

の精神状態と同様に病状が悪化している
場合のいずれかの病状が認められ、精神保健指定医により集中的な精神医学管理（毎日通
院対象者の状態を観察し服薬を確認する等）を行う必要があると判断された者に限る。

39,000点
（１月につき）

１月未満の場合
1,300点／日

急性増悪
包括管理料

【算定実績】
・2017年３月～５月：０件
・2019年３月～５月：０件
・2023年３月～５月：０件
・2025年３月～５月：０件
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医療観察法の医療体制に関する懇談会構成員からの主なご意見

指定通院医療機関（通院処遇）について指定入院医療機関（入院処遇）について

○ 各施設の機能や病床数、置かれている医療環境等に合わせ、

指定入の機能分化や職員の傾斜配置について検討しても良いか

と考える。

○ 治療ステージに応じた多職種連携や地域特性等を反映可能と

する柔軟な仕組みが必要。

○ 病院が有する機能等に応じて入院料に差を付けてはどうか。

○ 早期の地域移行の事例ごとや、地域移行が一定割合以上であ

る場合を評価してはどうか。

○ 重症事例や困難事例への治療を評価するため、患者ごとに点

差をつけてはどうか。

○ 医療従事者が対象者に暴力被害を受けている実態を踏まえ、

暴力被害の実態把握、専門訓練を受けた安全支援職の配置、加

算措置、専門研修、心理支援体制等を検討すべきではないか。

○ 高度な薬物治療やそれに伴う服薬指導が求められているため

人員配置に薬剤師を含めるべきではないか。

○ 空床を補償することにより入院期間の短縮をするとともに、

病院経営の安定化を図れるようにしてはどうか。

○ 帰住地から遠方の地で入院処遇となった場合、入院期間が長

引く場合が多いため、帰住地の都道府県での入院処遇が望まし

い。または、早期に通院処遇とし精神保健福祉法に基づく入院

で対応するなどはできないか。

その他

○ 通院処遇で多職種チーム医療を充実し、モニタリングシート

やクライシスプランの作成・運用を行うことで精神保健福祉法

入院が減る可能性がある。これらについて評価が必要である。

○ 医観法処遇中は医療や生活の支援が行き届いているために、

処遇終了後に崩れてしまうケースが少なくないため、そこも見

据えたケアの検討が必要。

○ クロザリルを使用するには血液内科との連携が必須だが、血

液内科側にインセンティブが入る仕組みが無いと連携が進まず、

結果、指定通院医療機関も増えないと思う。

○ 医療観察法通院医療早期終了を適切に評価してはどうか。

○ 通院処遇中に精神保健福祉法入院となる場合がある。この場

合、多職種チームによる集中的な介入が不可欠であり、これら

を推進するためには適切な評価が必要である。

○ 退院後の訪問看護の緊急訪問を単独で行う際、単独訪問によ

る身体的安全性のリスクが指摘されている。

○ スタッフの少ない診療所にとって、会議に出向くのは負担に

なるため、全ての地域で会議をオンライン開催できるよう通達

できないか。
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令和8年度診療報酬改定の状況①
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令和8年度診療報酬改定の状況②
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令和8年度診療報酬改定の状況③

26

中医協 総－１
８ ． ２ ． １ ３



令和8年度診療報酬改定の状況④
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入院処遇と通院処遇についての現状・課題と論点

（入院処遇の現状）
○ 入院処遇では、原則として対象者の地元に最も近い病棟で、入院期間を急性期３か月、回復期９か月、社会復帰期６か

月の３期に分けてそれぞれ目標を設定し、概ね18か月以内で退院を目指している。
○ それぞれの期の入院対象者について、急性期では53.7％、回復期では66.0％、社会復帰期では57.8％が、当該目標の期

間を超過している。
○ 入院処遇の終了件数は、病床規模が同程度であっても、指定入院医療機関間でばらつきが見られ、差が生じている。
○ 全入院患者771人に対して、過去１年間に入院中の対人暴力が認められた入院対象者は53人（6.9％）であった。

（通院処遇の現状）
○ 医療観察法による通院期間は、原則３年間（最大５年間）とされている。
○ 通院処遇開始から終結までの期間は、３年期間満了が62.2％で最も多く、１年以内は2.3％、２年以内は16.2％、３年

未満は14.0％であった。
○ 通院処遇中に精神保健福祉法入院となる場合、多職種チームによる集中的な介入が不可欠との指摘がある。

（令和８年度診療報酬改定）
○ 物件費の高騰を踏まえた対応及び賃上げに向けた評価の見直しや、精神疾患を有する患者に対する質の高い医療の提供

を推進する観点から認知療法・認知行動療法の見直し等が予定されている。

○ 入院処遇における各治療段階の目標期間を超えている入院対象者が各期において半数以上いること等を踏まえ、指定入
院医療機関の機能分化など入院対象者の更なる社会復帰の取組みを促進するとともに、通院処遇における環境整備を進め
ることとしてはどうか。
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